
 
 
 
 

旅
行
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 

○
旅
行
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
（
抄
） 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 
 

正 
 
 

案 
                  

 
 
 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
登
録
研
修
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
） 

 
 

第
二
条
の
二 

法
第
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る 
 

 

 

。 
 

 

 
 

 

 

（
手
数
料
） 

 

（
手
数
料
） 

 

第
三
条 

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 

 

２ 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は 

２ 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は 

 

 

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

 

一 

総
合
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験 

六
千
五
百
円 

 

一 

一
般
旅
行
業
務
取
扱
主
任
者
試
験 

六
千
五
百
円 

 

 

二 

国
内
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験 

五
千
八
百
円 

 

二 

国
内
旅
行
業
務
取
扱
主
任
者
試
験 

五
千
八
百
円 

 

３ 

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は 

 
 

 

、
三
万
千
八
百
円
（
Ｐ
）
（
本
邦
内
の
企
画
旅
行
に
参
加
す
る
旅
行
者
の
み
に
同
行 

 
 

 

す
る
者
に
係
る
旅
程
管
理
研
修
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
六
百
円
（
Ｐ
）
）
と
す
る 

 
 

 

。 
 

 

 
 

 

 

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
） 

 
（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
） 

 

第
四
条 

旅
行
業
（
本
邦
外
の
企
画
旅
行
（
参
加
す
る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に 

第
四
条 

旅
行
業
（
本
邦
外
の
主
催
旅
行
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
及
び
旅
行 

 

 

よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
及
び
旅
行
業
者 

 

業
者
代
理
業
に
関
す
る
法
第
二
章
（
第
十
二
条
の
三
を
除
く
。
）
、
第
二
十
二
条
の 

 

 

代
理
業
に
関
す
る
法
第
二
章
（
第
十
二
条
の
三
を
除
く
。
）
、
第
二
十
二
条
の
十
五 

 

十
五
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第 

 

 

第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項 

 

二
項
、
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項 

 

 

、
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び 

 

及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣 

 



 

第
二
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権 

 

の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
こ
れ
ら
の
旅
行
業
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
を
営
む
者
の 

 

 
限
に
属
す
る
事
務
は
、
こ
れ
ら
の
旅
行
業
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
を
営
む
者
の
主
た 

 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 

 

る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 
 

２
～
４ 
（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 

 
 

 

                    



 
 
 
 
 

○
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
条
関
係
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 
 

正 
 
 

案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
） 

 

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
） 

 

第
十
四
条 

法
第
九
条
の
二
の
三
並
び
に
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ 

第
十
四
条 

法
第
九
条
の
二
の
三
並
び
に
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ 

 

 

れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第 
 

れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第 

 

 

二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
四
十
八
条
、
第
五 
 

二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
四
十
八
条
、
第
五 

 

 

十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
六
十
二
条
第 

 

十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
六
十
二
条
第 

 

 

二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
第
二
項
、
第
百
四
条
か
ら 

 

二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
第
二
項
、
第
百
四
条
か
ら 

 

 

第
百
六
条
ま
で
並
び
に
第
百
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
（
管
轄
都
道
府 

 

第
百
六
条
ま
で
並
び
に
第
百
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
（
管
轄
都
道
府 

 

 

県
知
事
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ 

 

県
知
事
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ 

 

 

る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 

る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

 

三 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の
組
合
員
の 

 

三 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の
組
合
員
の 

 

 
 

資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
旅
行
業
（
本
邦
外
の 

 
 

資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
旅
行
業
（
本
邦
外
の 

 

 
 

企
画
旅
行
（
参
加
す
る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限 

 
 

主
催
旅
行
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
又 

 

 
 

る
。
）
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
又
は 

 
 

は
自
動
車
販
売
事
業
で
あ
る
も
の
（
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら 

 

 
 

自
動
車
販
売
事
業
で
あ
る
も
の
（
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ 

 
 

れ
る
事
業
に
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
第
十
二
条
各
号
に 

 

 
 

る
事
業
に
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
第
十
二
条
各
号
に
掲 

 
 

掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
転
車
販
売
事
業
を
除
く
。
） 

 

 
 

げ
る
も
の
（
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
転
車
販
売
事
業
を
除
く
。
）
を 

 
 

を
含
む
も
の
並
び
に
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

 
 

含
む
も
の
並
び
に
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に 

 
 

に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
並
び
に
企
業
組
合
で
そ
の
行
う 

 

 
 

関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
並
び
に
企
業
組
合
で
そ
の
行
う
事 

 
 

事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
又
は
自
動
車
販
売
事
業
で 

 

 
 

業
の
全
部
又
は
一
部
が
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
又
は
自
動
車
販
売
事
業
で
あ 

 
 

あ
る
も
の
（
そ
の
行
う
事
業
に
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て 

 

 
 

る
も
の
（
そ
の
行
う
事
業
に
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
第 

 
 

第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
動
車
販
売 

 



 
 

十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
動
車
販
売
事 

 
 

事
業
を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に 

 

 
 

業
を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属 

 
 

属
す
る
事
務 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事 

 

 
 

す
る
事
務 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事 

 
 

 

四 

（
略
） 

 

四 

（
略
） 

 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 

                    



 
○
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
） 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 
 

正 
 
 

案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 
 

別
表
第
一
（
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
） 

 

 

一
～
九 

（
略
） 
 

一
～
九 

（
略
） 

 

 

十 

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施 
 

十 

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施 

 

 
 

行
令
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
（
本
邦
外
の
企
画
旅
行
（
参
加
す 

 
 

行
令
第
一
条
の
十
一
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
（
本
邦
外
の
主
催
旅
行
を
実 

 

 
 

る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
な 

 
 

施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
動
車
販
売
事
業
を
除
く 

 

 
 

い
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
動
車
販
売
事
業
を
除
く
。
） 

 
 

。
） 

 

 
 

 

別
表
第
二
（
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
） 

 

 

一
～
十
九 

（
略
） 

 

一
～
十
九 

（
略
） 

 

 

二
十 

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法 

 

二
十 

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法 

 

 
 

施
行
令
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
（
本
邦
外
の
企
画
旅
行
（
参
加 

 
 

施
行
令
第
一
条
の
十
一
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
（
本
邦
外
の
主
催
旅
行
を 

 

 
 

す
る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し 

 
 

実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
動
車
販
売
事
業
を
除 

 

 
 

な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
動
車
販
売
事
業
を
除
く
。
） 

 
 

く
。
） 

 

 
 

 

     



 
○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 
 

正 
 
 

案 
            

      
 
 
 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務
） 
 

（
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務
） 

 

第
四
条 

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り 

第
四
条 

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り 

 

 

と
す
る
。 
 

と
す
る
。 

 

 

一
～
十
二 

（
略
） 

 

一
～
十
二 

（
略
） 

 

 

十
三 

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
十
二
条
の
十
一
第 

 

十
三 

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
十
二
条
の
十
一
第 

 

 
 

一
項
に
規
定
す
る
旅
程
管
理
業
務(

旅
行
者
に
同
行
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

一
項
に
規
定
す
る
旅
程
管
理
業
務(

旅
行
者
に
同
行
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
） 

 

 
 

若
し
く
は
同
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
企
画
旅
行
以
外
の
旅
行
の
旅 

 
 

若
し
く
は
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
催
旅
行
以
外
の
旅
行
の
旅
行
者
に 

 

 
 

行
者
に
同
行
し
て
行
う
旅
程
管
理
業
務
に
相
当
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
号
に
お
い 

 
 

同
行
し
て
行
う
旅
程
管
理
業
務
に
相
当
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旅 

 

 
 

て
「
旅
程
管
理
業
務
等
」
と
い
う
。
）
、
旅
程
管
理
業
務
等
に
付
随
し
て
行
う
旅 

 
 

程
管
理
業
務
等
」
と
い
う
。
）
、
旅
程
管
理
業
務
等
に
付
随
し
て
行
う
旅
行
者
の 

 

 
 

行
者
の
便
宜
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
業
務
（
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
内
に 

 
 

便
宜
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
業
務
（
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
内
に
お
い
て 

 

 
 

お
い
て
行
う
案
内
の
業
務
を
除
く
。
）
又
は
車
両
の
停
車
場
若
し
く
は
船
舶
若
し 

 
 

行
う
案
内
の
業
務
を
除
く
。
）
又
は
車
両
の
停
車
場
若
し
く
は
船
舶
若
し
く
は
航 

 

 
 

く
は
航
空
機
の
発
着
場
に
設
け
ら
れ
た
旅
客
の
乗
降
若
し
く
は
待
合
い
の
用
に
供 

 
 

空
機
の
発
着
場
に
設
け
ら
れ
た
旅
客
の
乗
降
若
し
く
は
待
合
い
の
用
に
供
す
る
建 

 

 
 

す
る
建
築
物
内
に
お
い
て
行
う
旅
行
者
に
対
す
る
送
迎
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
業
務 

 
 

築
物
内
に
お
い
て
行
う
旅
行
者
に
対
す
る
送
迎
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
業
務 

 

 

十
四
～
二
十
六 

（
略
） 

 

十
四
～
二
十
六 

（
略
） 

 

     



 
○
労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
一
部
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
四
年
政
令
第
二
百
九 

十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 
 

正 
 
 

案 
                

 
 
 
 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
） 
 

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
） 

 

第
二
条 

法
に
規
定
す
る
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
権
限
に
属
す 

第
二
条 

法
に
規
定
す
る
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
権
限
に
属
す 

 

 

る
事
務
で
あ
っ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
も
の
（
法
第
八
条
第
四 
 

る
事
務
で
あ
っ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
も
の
（
法
第
八
条
第
四 

 

 

項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
記
載 

 

項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
記
載 

 

 

さ
れ
た
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
場
の
す
べ
て
が
一
の
都
道
府
県
の 

 

さ
れ
た
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
場
の
す
べ
て
が
一
の
都
道
府
県
の 

 

 

区
域
内
に
あ
る
労
働
時
間
短
縮
実
施
計
画(

次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く 

 

区
域
内
に
あ
る
労
働
時
間
短
縮
実
施
計
画(

次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く 

 

 

。)

に
係
る
も
の
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う 

 

。)

に
係
る
も
の
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う 

 

 

こ
と
と
す
る
。 

 

こ
と
と
す
る
。 

 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

 

五 

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

五 

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

 
 

イ
～
ニ 

（
略
） 

 
 

イ
～
ニ 

（
略
） 

 

 
 

ホ 

観
光
事
業
（
旅
行
業
（
本
邦
外
の
企
画
旅
行
（
参
加
す
る
旅
行
者
の
募
集
を 

 
 

ホ 

観
光
事
業
（
旅
行
業
（
本
邦
外
の
主
催
旅
行
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。 

 

 
 
 

す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。 

 
 
 
 

）
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
を
除
く
。
） 

 

 
 
 

）
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

ヘ
～
タ 

（
略
） 

 
 

ヘ
～
タ 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 

  


